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【会社の支配に関する基本方針】
1．		基本方針の内容
　当社は「がんばれ!!日本のモノづくり」を企業メッセージに掲げ、日本の
製造業を応援するインフラ企業として機械工具業界のリーディングカンパ
ニーを目指しています。
　ドライバー１本からでも配送を可能とする物流システムにより少量多品
種・多頻度発注などのユーザーニーズにお応えできる仕組みづくりを通し
て、事業基盤を確立するとともに、社会的使命を果たしていくことが、当
社の存在価値であり、これを一層高めていくことが、当社の企業価値の向
上につながるものと考えています。
　ご支援いただく縁あるステークホルダーの皆様から当社への期待などを
判断して、当社にとって「支配する者」は以下の方針を実践し、取り組む
者であると考えます。
（1）		　当社の社会的使命を認識し、社会から必要とされる事業の継続と新

たな社会的価値の創造に努め、企業価値向上に努める。
（2）		　当社の経営資源を確保し、その有効活用により利益を創出し、全て

のステークホルダーの皆様に安定的に還元を行う。

2．		基本方針に照らして不適切な者によって財務及び事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取組み

　当社は、経営の基本方針に照らして不適切な者が大量に株式の取得を行
う行為に対して、これを防止するための具体的な取組みを定めていませ
ん。市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考えます
が、このような大量取得者に対しては、次のような対応を行います。
（1）		　当該取得者の提案内容を確認し、社外の専門家に意見を求めるなど、

当該取得者の提案内容を当社の基本方針や株主共同の利益に照らして
慎重に判断する。

（2）		　不適切な者による大量の株式取得と判断される場合は、次の要件の
充足を前提とし、具体的な対抗措置の実施を検討する。

	 ①基本方針に沿うものであること
	 ②株主様の共同利益を損なうものでないこと
	 ③役員の地位の維持を目的とするものでないこと
（3）		　当社には、経営方針に理解を示し、安定的な株式の保有を前提とす

る緊密な関係を有する株主様が存在しており、これらの株主様とも協
議し、適切に対応いたします。
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【会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項】
　当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議
した事項は、次のとおりです。

【基本方針】
　当社の社名トラスコ中山株式会社及びコーポレート・ロゴ
は、全てのステークホルダーの皆様から信頼される企業“trust	company”
をダイレクトに表現したものです。まさに、当社は そのもの
の実践を、日々の企業活動の原点とし、これを具現化することで社会的
使命を果たしていくものとします。

1．		取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

（1）		　取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等社内規
程に従い経営に関する重要事項を決定するとともに、内部統制の基
本方針を策定し、取締役の職務執行を監督する。

（2）		　社長は、取締役会が決定した内部統制の基本方針に基づく内部統
制の整備及び運用に責任を負うとともに、全役員及び使用人に周知
徹底を図るため、内部統制に係る情報の伝達が正確かつ迅速に行わ
れるよう環境の整備に努める。

（3）		　取締役は、法令、定款、取締役会決議及び業務分掌規程その他の
社内規程に従い、職務を執行する。

（4）		　取締役は、経営の日常的活動状況について、監査基準及び監査計
画に基づいた監査役の監査を受ける。

（5）		　取締役は、財務報告の適正性、信頼性を確保するため、「財務報告
に係る内部統制に関する基本方針書」を定め、財務報告に係る内部統
制の整備を行うとともに、その運用状況を定期的に評価し、維持及
び改善に当たる。

（6）		　取締役は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し
て、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断し排除する体制の整
備に努める。

2．		取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）		　取締役は、職務の執行に係る重要な情報及び文書の取扱いについ

て、文書管理規程等社内規程に従い、適切に保存及び管理し、必要
に応じて運用状況の検証、見直しを行う。

（2）		　取締役の職務執行の情報について、ＩＴ技術を活用し、当該各文
書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を整備する。

3．		損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）		　コンプライアンス、環境、災害、品質等において将来予測される

リスク及び潜在的リスクを総合的に管理していくため所管部署を定
め、リスクマネジメント体制の整備を行う。

（2）		　リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内規程を整
備し、全使用人に周知徹底するとともに、損失の危険を発見した場
合は、直ちに所管部署に報告する運用体制を整える。

（3）		　現実に生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任
者となる担当取締役を定め、損失の危険に迅速に対応する体制を整
備する。

（4）		　内部監査部門は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証
し、必要があれば監査方法の見直しを行う。

（5）		　法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執
行行為が発見された場合、発見された危険の内容及びそれがもたら
す損失の程度などについて、直ちに社長、取締役会、監査役及び
CSR課に通報される体制を整備する。

4．		取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）		　取締役会は、年度計画及び中期経営計画に基づき、経営目標が当

初の予定どおりに進捗しているか取締役による業績報告を通じ定期
的に検証を行う。

（2）		　取締役は、職務執行において、取締役会規程により定められてい
る事項及びその付議事項についてすべて取締役会に付議することを
遵守し、十分な資料を配布する。

（3）		　日常の職務執行において、職務権限規程、業務分掌規程等社内規
程に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定
ルールにのっとり業務を遂行することができる体制の整備を行う。

5．		使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

（1）		　CSR課は、全取締役及び使用人がコンプライアンスを実践するた
めの手引書「トラスコ善択ブック」を配布し、基本方針及び行動規範
を徹底するとともに、コンプライアンス規程及びコンプライアンス
委員会規程を制定し、法令遵守を維持する体制を整える。

（2）		　CSR課は、全使用人が法令及び定款などに違反する行為を発見し
た場合の内部通報窓口「善択ホットライン」を設置し、使用人に対し
て適切な研修体制を通じて、周知徹底を図り、企業の社会的責任を
遂行するため、公正で活力ある組織の構築に努める。
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（3）		　CSR課は、仕入先窓口「パートナー善択ホットライン」を設置し、
当社と仕入先との取引に関するコンプライアンス上の問題の早期発
見、対処、発生防止に努める。

（4）		　当社は、コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図る
ため、各部署にコンプライアンス・オフィサーを選任し、十分な情
報収集と実効性を高め、かつコンプライアンス・マニュアルの実施
状況を管理及び監視する。

（5）		　万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、コ
ンプライアンス委員会を通じ、社長、取締役会、監査役に報告され
る体制を構築する。

6．		当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

（1）		　当社は、子会社管理規程に基づき、子会社に対して適切な経営管
理を行う。

（2）		　経営企画課を管理部門として、子会社の事業計画及び実績を把握
し、関連部署と連携しながら指導、育成に努め、子会社の業務の適
正性を確保する。

（3）		　子会社が子会社管理規程で定めた事項を実施する場合、経営企画
課と協議の上、当社取締役会への付議及び承認を必要とする。

（4）		　子会社の業務全般について、内部監査部門及び監査役による監査
を実施する。

7．		監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項

（1）		　監査役を補助すべき使用人として、監査役室を設置し使用人を配
置する。

（2）		　上記の具体的な内容については、取締役会が監査役と協議の上、
決定する。

8．		監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
（1）		　監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査

役会の同意を必要とする。
（2）		　監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行

する。また、その評価については監査役会の意見を尊重する。

9．		取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制

（1）		　取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役
の要請に応じて必要な報告及び情報の提供を行う。

（2）		　上記の報告及び情報提供のうち、主なものは、次のとおりとする。
ａ．監査役に定例的に報告すべき事項の例

イ．経営状況
ロ．事業遂行状況
ハ．財務の状況、月次・四半期・期末決算状況
ニ．内部監査部門が実施した内部監査の結果
ホ．リスク管理の状況
ヘ．		コンプライアンスの状況（内部通報制度に基づき通報された事
実を含む）

ト．		事故・不正・苦情・トラブルの状況
ｂ．監査役に臨時的に報告すべき事項の例

イ．		会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ロ．		取締役の職務の執行に関して不正行為・法令定款に違反する又
はそのおそれのある事実

ハ．		内部通報制度に基づき通報された事実のうち急を要するもの
ニ．		行政機関等外部機関による検査・調査の実施及び結果
ホ．		重要な会計方針の変更、会計基準等の制定・改廃
ヘ．		業績及び業績見込みの発表内容・重要開示書類の内容
ト．上記の他、対外的に公表する事実
チ．株式に関する事項
リ．		反社会的勢力による不当要求に関する内容及び対策

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）		　監査役会による各業務担当取締役及び重要な使用人からの個別ヒ

ヤリングの機会を設けるとともに、社長、会計監査人それぞれとの
間で適宜意見交換を行う。

（2）		　内部監査部門は、期中取引を含む日常業務全般について定期的に
事業所往査を行い、監査役とも連携して、会計及び業務執行におい
て監視機能の強化を図る。また、ＩＴ活用により異常取引を早期に
発見し、正常取引への移行を指導の上、監査結果については、定例
監査報告会にて監査役に報告する。

（3）		　会計監査人は、監査役と連携し、年２回の事業所往査を計画し、
その結果について、監査報告会にて監査役に対して報告し、会計の
適正性を確保する。
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【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1．	資産の評価基準及び評価方法
（1）	有価証券の評価基準及び評価方法
	 　子会社株式及び
	 　関連会社株式	������������移動平均法による原価法
	 　その他有価証券
	 　　時価のあるもの	�����決算日の市場価格に基づく時価法
	 	 	（評価差額金は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）
	 　　時価のないもの	�����移動平均法による原価法
（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
	 　　商　　　　　品	����� 		総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）
2．	固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産	���������������定率法
	 	 	ただし、平成10年４月１日以後に取得した

建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年
４月１日以後取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法

	 	 なお、主な耐用年数は次のとおりです。
	 	 　建物	��������������������������������� 15～50年
	 	 　構築物	������������������������������ 10～20年
	 	 　機械及び装置	���������������������� 2～12年
	 	 　車両運搬具����������������������������4～6年
	 	 　工具、器具及び備品	���������������3～6年
（2）無形固定資産	���������������定額法
	 	 	なお、自社使用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法

（3）長期前払費用	���������������定額法
3．	引当金の計上基準
（1）貸倒引当金	������������������ 	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しています。

（2）賞与引当金	������������������ 	従業員の賞与の支給に充てるため、当事業
年度に負担すべき支給見込額を計上してい
ます。

（3）役員退職慰労引当金	����� 	役員の退職金の支給に充てるため、役員退
職慰労金の旧内規に基づく平成16年３月31
日現在の要支給額を計上しています。

	 	 	なお、平成16年３月31日をもって役員退職
慰労金制度を廃止しています。

4．	消費税等の会計処理
	 　税抜方式によっています。
5．	記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しています。

【追加情報】
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用
指針第26号　平成28年３月28日）を当事業年度から適用しています。

【貸借対照表に関する注記】
1．	有形固定資産の減価償却累計額	 21,021百万円
2．	土地の再評価
	 	　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）
及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３
月31日公布法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行い、当該
評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産（負債）」
として資産（負債）の部に計上し、当該繰延税金資産（負債）を控除
した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上していま
す。

	 （再評価の方法）
	 	　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第
119号）第２条第４号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課
税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長
官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格
補正等合理的な調整を行って算出しています。

	 （再評価を行った年月日）	 平成14年３月31日
（単位：百万円）

再評価を行った土地の期末における時価の合計額と
再評価後の帳簿価額の合計額との差額
（うち、賃貸等不動産に該当するもの）

△	1,585
（△	36）

3．	関係会社に対する金銭債権債務
	 　短期金銭債権	 145百万円
	 　短期金銭債務	 129百万円

【損益計算書に関する注記】
	 関係会社との取引高
	 　営業取引による取引高
	 　　売上高	 725百万円
	 　　仕入高	 1,499百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
1．	当事業年度末における発行済株式の数
	 　普通株式	 66,008,744株
2．	当事業年度末における自己株式の数
	 　普通株式	 63,568株
3．	配当に関する事項
（1）配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の
総　額
（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効　力
発生日

平成29年
２月14日
取締役会

普通株式 1,285 39.0 平成28年
12月31日

平成29年
２月22日

平成29年
８月８日
取締役会

普通株式 1,285 19.5 平成29年
６月30日

平成29年
８月21日

（注）		当社は、平成29年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合を
もって分割しました。このため、平成29年８月８日取締役会で決議
された「１株当たり配当額（円）」につきましては、当該株式分割を
考慮した金額を記載しています。

（2）		基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事
業年度となるもの

決　議 株式の
種　類

配当の
原　資

配当金の
総　額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効　力
発生日

平成30年
２月８日
取締役会

普通株式 利　益
剰余金 1,285 19.5 平成29年

12月31日
平成30年
２月21日

（注）定款第39条の定めによる取締役会決議に基づく配当です。

②計算書類の【個別注記表】（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）



【金融商品に関する注記】
1．	金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
	 	　当社は、資金運用については短期的な預金及び５億円以内の投資
有価証券に限定し、資金調達については運転資金の効率的な調達を
行うために、取引銀行と当座借越契約を締結しています。

	 	　また、設備投資計画に照らして必要な資金は銀行借入により調達
しています。

（2）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
	 	　主な金融商品は、営業債権である売掛金及び電子記録債権、株式
及び債券等である投資有価証券、営業債務である買掛金、未払金、
未払法人税等、設備投資資金である長期借入金、営業取引及び不動
産賃貸借取引に係る預り保証金があります。

	 	　この中で売掛金及び電子記録債権は通常の営業活動に伴い発生す
るものであり、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券
のうち株式は、取引先企業等からの依頼により取得したものであり、
市場価格の変動リスクに晒されています。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
	 	　売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、「販売業務規
程」、「与信限度管理規程」に基づき支店が販売店の信用状況の見直
しを定期的に行い、財政状況等の悪化による信用不安先の債権の早
期回収に努め、リスク低減を図っています。また、投資有価証券は
主として株式であり、「資産運用規程」に基づき上場株式については
毎月時価の把握を行い、取引先企業との関係を勘案して保有状況を
継続的に見直しています。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	 	　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価格が含まれています。当該価格
の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
等を採用することにより、当該価格が変動する場合があります。

2．	金融商品の時価等に関する事項
	 	　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの
は、次表には含めていません。

（単位：百万円）
貸借対照表
計上額 時　価 差　額

①	現金及び預金 10,412 10,412 ―
②	売掛金 24,673 24,673 ―
③	電子記録債権 1,340 1,340 ―
④			投資有価証券	
その他有価証券 1,537 1,537 ―

資産計 37,965 37,965 ―
⑤	買掛金 14,596 14,596 ―
⑥	未払金 3,495 3,495 ―
⑦	未払法人税等 2,233 2,233 ―
⑧	長期借入金 10,000 10,017 17
⑨	長期預り保証金 2,099 2,099 ―

負債計 32,425 32,442 17
（注）1	金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

（1）資　産
①現金及び預金、②売掛金、③電子記録債権
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっています。
④投資有価証券
　その他有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっ
ており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された
価格によっています。

（2）負　債
⑤買掛金、⑥未払金、⑦未払法人税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっています。
⑧長期借入金
　長期借入金の時価については、元金利の合計額を、新規に同様
の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
り算定しています。
⑨長期預り保証金
　長期預り保証金は営業取引、不動産賃貸借取引に対する保証金
であり、取引解消時に全額返却します。
　営業取引に係る預り保証金については、営業債権に係る保証金
の預り分であり、売掛金と同様、時価は帳簿価額にほぼ等しいと
判断し、当該帳簿価額によっています。また不動産賃貸借取引
に係る保証金については、当初賃貸借期間の将来キャッシュ・フ
ローを見込んで割り引いた現在価値により算定しています。
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【税効果会計に関する注記】
1．	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
	 （単位：百万円）

流動の部
　繰延税金資産
　　未払事業税	 103
　　賞与引当金	 123
　　未払金	 196
　　その他	 237
　　繰延税金資産計	 661
　　繰延税金資産の純額	 661
固定の部
　繰延税金資産
　　役員退職慰労引当金	 46
　　減損損失	 202
　　その他	 249
　　繰延税金資産計	 498
　繰延税金負債
　　固定資産圧縮積立金	 △	68
　　その他有価証券評価差額金	 △	284
　　繰延税金負債計	 △	352
　　繰延税金資産の純額	 145

2．		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の
原因となった主な項目別の内訳	 （単位：％）
法定実効税率	 30.9
（調整）	
　住民税均等割額	 0.8
　交際費等永久に損金に算入されない項目	 0.3
　所得拡大促進税制による税額控除	 △	2.3
　その他	 △	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	 29.7
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2	時価の把握が困難と認められる金融商品
　非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は、市場性がなくかつ将
来キャッュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるため、「④投資有価証券　その他有価証
券」には含めていません。

（単位：百万円）
区　分 貸借対照表計上額

非上場株式 21
子会社株式 4,030
関連会社株式 98

合　計 4,150

3	金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

区　分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 10,412 ― ― ―
売掛金 24,673 ― ― ―
電子記録債権 1,340 ― ― ―
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの（債券) ― 95 ― ―

合　計 36,427 95 ― ―

4	長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

区　分 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 ― ― ― ― ― 10,000
合　計 ― ― ― ― ― 10,000

【賃貸等不動産に関する注記】
　当社では、宮城県及びその他の地域において、賃貸不動産を保有して
います。また、大阪府及び京都府に保有しているオフィスビル等の一部
については当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部
分を含む不動産としています。
　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不
動産に関する貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は次のとおり
です。

（単位：百万円）

区　分
貸借対照表計上額

期末時価
期首残高 期中増減額 期末残高

遊 休 不 動 産 84 △	84 ― ―
賃 貸 不 動 産 2,617 △	244 2,372 2,014
賃 貸 等 不 動 産 と
し て 使 用 さ れ る
部分を含む不動産

1,094 △	19 1,075 862

合　計 3,796 △	348 3,448 2,876
（注）1			当事業年度末現在で保有している賃貸等不動産の概要について

は、次のとおりです。
区　分 賃貸等不動産の内容 所在地

賃 貸 不 動 産

旧プラネット東北・旧仙台支店 仙台市若林区
旧前橋営業所 群馬県高崎市
旧太田営業所 群馬県邑楽郡
旧千葉支店 千葉県市原市
旧豊橋支店 愛知県豊橋市
旧岡崎支店 愛知県岡崎市
大阪本社前駐車場 大阪市西区
旧プラネット大阪第１センター駐車場 大阪府東大阪市
旧プラネット大阪第２センター駐車場 大阪府東大阪市
城東区鴫野の土地 大阪市城東区

賃貸等不動産とし
て使用される部
分を含む不動産

秋田支店残地 秋田県秋田市
プラネット東北・仙台支店 仙台市宮城野区
トラスコクリスタルビル 京都市下京区
トラスコ	グレンチェックビル 大阪市西区

2	貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失
累計額を控除した金額です。

3	期中増減額のうち、主な減少額は次のとおりです。
旧郡山支店の売却	 △	27百万円

4	期中増減額のうち、用途変更は次のとおりです。			
　　旧プラネット大阪第１センター第２倉庫を遊休不動産から営業用不動産に変更	 △	57百万円
旧岡山支店を賃貸不動産から営業用不動産に変更	 △	114百万円
旧宇都宮営業所を賃貸不動産から営業用不動産に変更	△	118百万円

5	期末時価は８月末を基準として「不動産鑑定評価基準」(国土交通
省)による方法に基づき、第三者である不動産会社が作成する簡易
査定金額を時価として開示しています。第三者からの取得や直近
の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映している
と考えられる指標に重要な変動が生じていない場合については、
当該評価額や指標を用いて評価した金額によっています。また、
新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えら
れるため、貸借対照表計上額をもって時価評価しています。
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また、賃貸等不動産に関する当事業年度における損益は次のとお
りです。

（単位：百万円）

区　分
損益計算書における金額

営業収益 営業原価 営業利益 その他損益
(減損損失等)

遊 休 不 動 産 ― 1 △	1 ―
賃 貸 不 動 産 118 41 76 ―
賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産 113 37 75 ―

合　計 231 80 150 ―
（注）	営業収益及び営業原価は、賃貸収益とこれに対応する費用（減価償

却費、修繕費、保険料、租税公課等）であり、それぞれ損益計算書
の営業外収益及び営業外費用に計上しています。

【持分法損益等に関する注記】
　利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性がないため、記載を省略
しています。

【関連当事者との取引に関する注記】
（単位：百万円）

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子会社 トラスコナカヤマ
インドネシア

所有
　直接100％

商品の
販売

増資の引受
（注） 2,214 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等　
（注）増資の引受については、株主割当増資を引き受けたものです。

【１株当たり情報に関する注記】
　１株当たり純資産額	 1,723円87銭
　１株当たり当期純利益	 154円28銭


